
あま市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例施行規則 

（令和５年３月２７日） 

（あま市規則第７号） 

 （趣旨） 
第１条 この規則は、あま市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例（令

和４年あま市条例第２３号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項

を定めるものとする。 
 （定義） 
第２条 この規則で使用する用語の定義は、条例において使用する用語の例に

よる。 
 （審査会の会長） 

第３条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。 

２ 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代

理する。 

 （審査会の会議） 

第４条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長

の決するところによる。 

４ 特定の事案につき特別の利害関係を有する委員は、審査会の決議があった

ときは、当該事案に係る議決に参加することができない。 

５ 会長は、必要があると認めるときは、審査会の会議に委員以外の者の出席

を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることがで

きる。 

 （審査会の会長への委任） 

第５条 前２条に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長

が審査会に諮って定める。 

 （推進委員会の委員） 

第６条 推進委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てるほか、市

長が必要と認める職員を任命するものとする。 

 (1) 副市長 

 (2) 市長公室長 

 (3) 総務部長 

 (4) 市民生活部長 

 (5) 福祉部長 

 (6) 子ども健康部長 

 (7) 建設産業部長 

 (8) 上下水道部長 

 (9) 議会事務局長 



 (10) 会計管理者 

 (11) 教育部長 

 （推進委員会の委員長及び副委員長） 

第７条 推進委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長を、副委員

長は市長公室長をもって充てる。 

２ 委員長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠

けたときは、その職務を代理する。 

（推進委員会の会議） 

第８条 推進委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 推進委員会の会議は、委員長、副委員長及び半数以上の委員が出席しなけ

れば、開くことができない。 

３ 委員長は、必要があると認めるときは、推進委員会の会議に委員以外の者

の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めるこ

とができる。 

 （審査会及び推進委員会の庶務） 

第９条 審査会及び推進委員会の庶務は、市長公室人事秘書課において行う。 

 （公益目的通報の受付） 

第１０条 審査会は、条例第９条第１項の規定による職員の公益目的通報を受

け付ける窓口（以下「受付窓口」という。）を設置し、審査会の委員のうち

から審査会があらかじめ指定した委員（以下「外部相談員」という。）に公

益目的通報の受付を行わせるものとする。 

２ 外部相談員は、公益目的通報を受けたときは、会長にその旨を通知するも

のとする。 

３ 前２項の規定は、条例第２３条の規定による不利益な取扱いに係る是正の

申立てについて準用する。 

４ 市長は、受付窓口を設置することを内容とする契約を締結するものとする。 

５ 外部相談員は、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。外

部相談員でなくなった後も同様とする。 

 （公益目的通報の方法） 

第１１条 条例第９条第１項又は第２項の規定による公益目的通報は、次に掲

げる事項を記載した書面を受付窓口に送付して行うものとする。 

 (1) 公益目的通報の趣旨及び理由 

 (2) 公益目的通報の年月日 

 (3) 公益目的通報をする職員の氏名、所属、役職及び連絡先（条例第９条第

２項ただし書に該当する場合を除く。） 

２ 前項の規定にかかわらず、審査会があらかじめ前項に規定する方法以外の

方法を指定したときは、これによることができる。 

３ 職員は、条例第９条第１項又は第２項の規定による公益目的通報をしよう

とする内容について事前に外部相談員に相談することができる。 



 （要望等の記録） 

第１２条 条例第１５条第１項前段の規定により記録するときは、要望等記録

兼報告書（別記様式）に必要な事項を記載して行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、職員が同項の要望等記録兼報告書に代えて、要

望等記録兼報告書に記載すべき事項が記載された書面を作成したときは、当

該書面を要望等記録兼報告書とみなす。 

３ 職員は、要望等を受けるに当たり、当該要望等を正確に記録するため必要

があると認めるときは、当該要望等の内容を録音し、又は録画することがで

きる。この場合において、職員は、録音又は録画をする緊急の必要がある場

合を除き、要望等を行う者に対し、録音又は録画をする旨を告げるよう努め

るものとする。 

 （要望等の提出） 

第１３条 条例第１５条第１項の規定による記録又は同条第４項の規定による

書面若しくはその写しの提出は、当該記録又は書面若しくはその写しを順次

上級職員を経て所属する部等の長に提出するものとする。 

 （不利益な取扱いに係る是正の申立て） 

第１４条 条例第２３条の規定による不利益な取扱いに係る是正の申立ては、

次に掲げる事項を記載した書面を受付窓口に送付して行わなければならない。 

 (1) 申立てをする職員の氏名、所属、役職、連絡先及び住所 

 (2) 不利益な取扱いの具体的内容 

２ 職員は、条例第２３条の規定による不利益な取扱いに係る是正の申立てを

しようとする内容について事前に外部相談員に相談することができる。 

 （運用状況の公表） 

第１５条 条例第２５条の規定による公表は、市広報及び市公式ウェブサイト

への掲載等により行うものとする。 

 （委任） 

第１６条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

 附 則 
 この規則は、令和５年６月１日から施行する。 



別記様式（第１２条関係）  

 

要望等記録兼報告書 

要 望 日 時  年  月  日（ ）  時  分 ～   時  分  

要 望 方 法  
□ 面談（場所：                 ）  

□ 電話  

要 望 者  

氏名・事業者名・団体名（代表者の職・氏名）  

 

 

（□個人  □事業者・団体等  □一定の公職にある者等）  

住所・所在地・連絡先  

 

 

（    ）     ―        

要 望 の 種 別  □ 正当な要望等   □ 不当要求行為  □  左記以外  

要 望 内 容  

（要望者による確認 □あり □なし）  

対 応 状 況  

 

今 後 の 方 針  

 

受 付 職 員  

所 属  職 名  氏 名  

   

   

   

 ※ 該当する□の中にレ印を付けてください。  


